
平
成
二
十
四
年
文
部
科
学
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通

省
令
第
二
号

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
原
子
力

防
災
管
理
者
が
通
報
す
べ
き
事
業
所
外
運
搬
に
係

る
事
象
等
に
関
す
る
命
令

原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

四
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
原
子
力
災
害
対
策

特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
九
十
五

号
）
第
四
条
第
四
項
第
四
号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
六
条

第
四
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
原
子
力
災
害
対
策
特

別
措
置
法
に
基
づ
き
原
子
力
防
災
管
理
者
が
通
報
す
べ
き

事
業
所
外
運
搬
に
係
る
事
象
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
原
子

力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の

例
に
よ
る
。

（
通
報
す
べ
き
事
象
）

第
二
条
　
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成

十
二
年
政
令
第
百
九
十
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）

第
四
条
第
四
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
放
射
線
量
の
検

出
は
、
火
災
、
爆
発
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
象
の

発
生
の
際
に
検
出
す
る
こ
と
と
す
る
。

２
　
火
災
、
爆
発
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
象
の
状
況

に
よ
り
放
射
線
量
の
測
定
が
困
難
で
あ
る
場
合
で
あ
っ

て
、
そ
の
状
況
に
鑑
み
、
前
項
の
検
出
に
よ
り
令
第
四

条
第
四
項
第
四
号
の
放
射
線
量
の
水
準
が
検
出
さ
れ
る

蓋
然
性
が
高
い
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
放
射
線
量
の
水
準
が
検
出
さ
れ
た
も
の
と
み

な
す
。

第
三
条
　
令
第
四
条
第
四
項
第
五
号
の
原
子
力
規
制
委
員

会
規
則
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
象
は
、
火
災
、

爆
発
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
象
の
発
生
の
際
に
、

当
該
事
象
に
起
因
し
て
、
事
業
所
外
運
搬
（
核
燃
料
物

質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す

る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
（
平

成
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
五
号
）
第
三
条
並
び
に
第

五
条
第
一
項
第
一
号
（
液
体
又
は
気
体
で
あ
っ
て
専
用

積
載
と
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
お
け
る
も
の
を
除

く
。
）
及
び
第
二
項
第
一
号
、
船
舶
に
よ
る
放
射
性
物

質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
五

十
二
年
運
輸
省
告
示
第
五
百
八
十
五
号
）
第
四
条
並
び

に
第
十
条
第
一
項
第
一
号
（
液
体
又
は
気
体
で
あ
っ
て

専
用
積
載
と
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
お
け
る
も
の

を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
第
一
号
並
び
に
航
空
機
に
よ

る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示
（
平
成

十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
九
十
四
号
）
第
四
条
並

び
に
第
七
条
第
一
項
第
一
号
（
液
体
又
は
気
体
で
あ
っ

て
専
用
積
載
と
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
お
け
る
も

の
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
核
燃

料
物
質
等
の
運
搬
を
除
く
。
）
に
使
用
す
る
容
器
か
ら

放
射
性
物
質
が
漏
え
い
す
る
こ
と
又
は
当
該
漏
え
い
の

蓋
然
性
が
高
い
状
態
に
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
原
子
力
緊
急
事
態
の
発
生
を
示
す
事
象
）

第
四
条
　
令
第
六
条
第
四
項
第
四
号
の
原
子
力
規
制
委
員

会
規
則
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
象
は
、
火
災
、

爆
発
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
象
の
発
生
の
際
に
、

当
該
事
象
に
起
因
し
て
、
放
射
性
物
質
の
種
類
（
核
燃

料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に

関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

別
表
第
一
、
別
表
第
二
、
別
表
第
三
、
別
表
第
四
、
別

表
第
五
又
は
別
表
第
六
の
第
一
欄
、
船
舶
に
よ
る
放
射

性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示
別
表

第
一
、
別
表
第
二
、
別
表
第
三
、
別
表
第
四
、
別
表
第

五
又
は
別
表
第
六
の
第
一
欄
及
び
航
空
機
に
よ
る
放
射

性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示
別
表
第
二
、
別

表
第
三
、
別
表
第
四
、
別
表
第
五
、
別
表
第
六
又
は
別

表
第
七
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に

お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等

を
定
め
る
告
示
別
表
第
一
の
第
三
欄
、
別
表
第
二
の
第

三
欄
、
別
表
第
三
の
第
三
欄
、
別
表
第
四
の
第
二
欄
、

別
表
第
五
の
第
二
欄
又
は
別
表
第
六
の
第
三
欄
、
船
舶

に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め

る
告
示
別
表
第
一
の
第
三
欄
、
別
表
第
二
の
第
三
欄
、

別
表
第
三
の
第
三
欄
、
別
表
第
四
の
第
二
欄
、
別
表
第

五
の
第
二
欄
又
は
別
表
第
六
の
第
三
欄
及
び
航
空
機
に

よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示
別
表

第
二
の
第
三
欄
、
別
表
第
三
の
第
三
欄
、
別
表
第
四
の

第
三
欄
、
別
表
第
五
の
第
二
欄
、
別
表
第
六
の
第
二
欄

又
は
別
表
第
七
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
値
の
放
射
性
物
質

が
事
業
所
外
運
搬
（
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業

所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三

年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第
二
項
、
危
険
物

船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令

第
三
十
号
）
第
八
十
条
第
二
項
及
び
航
空
法
施
行
規
則

（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
第
百
九
十

四
条
第
二
項
第
二
号
イ
（
４
）
に
規
定
す
る
低
比
放
射

性
物
質
又
は
表
面
汚
染
物
の
運
搬
を
除
く
。
）
に
使
用

す
る
容
器
か
ら
漏
え
い
す
る
こ
と
又
は
当
該
漏
え
い
の

蓋
然
性
が
高
い
状
態
に
あ
る
こ
と
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
の
施
行

の
日
（
平
成
二
十
四
年
九
月
十
九
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
日
国
土
交
通
省

令
・
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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